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                                         校 長  伊地知 広竹      
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５月になり、ゴールデンウイークも過ぎました。緊張がとけて、少し疲れが出てくる頃ではないでしょうか。 

新型コロナウイルス感染症は、ゴールデンウイーク後の増加が心配されています。今後も、気を抜かずに予防対

策をとっていく必要があります。毎日の検温と健康観察表の記入をはじめ、予防対策や体調管理について、引き続

き、よろしくお願いいたします。 

 

定期健康診断が続いています（５月の予定） 

日にち 内 容 学 年 注 意 す る こ と 

５／６日（金） 視力検査 １年 ・メガネを持っている人は持ってきましょう。 

１０日（火） 歯科検診 １・２・３年 ・朝食後の歯みがきをきちんとしてきましょう。 

１２日（木） 心臓検診 １年・他 ・体育着を持ってきましょう。 

１６日（月） 尿検査２次 対象者 ・朝起きてすぐの尿を持ってきます。 

１７日（火） 尿検２次追加日 対象者 ・１６日に提出できなかった人が持ってきます。 

１８日（水） 耳鼻科検診 全学年 ・耳、鼻、のどを診ます。 

６／１日（水） 眼科検診 全学年 ・顔をきちんと洗ってきましょう。 

 

健康診断結果のお知らせについて   

※内科、眼科、耳鼻科については、水泳が始まる前に受診していただくようお願いします。 

 

お世話になる学校医・学校歯科医・学校薬剤師の先生方です 

内  科   石田 隆雄 先生   久光クリニック   六町２－６－２４    

歯  科   小松 英之 先生   小松歯科医院    関原３－３１―１９  

眼  科   横山 寿光 先生   横山眼科医院    花畑１－７－１９   

耳鼻科   野原  修  先生   野原医院      千住旭町３９－１１   

薬剤師   和田早也乃 先生   梅島薬局      梅島１－６－１２  

 

裏もあります 

検診・検査項目 お知らせ方法 

内科検診・眼科検

診・耳鼻科検診 

病気や異常のあった場合にお知らせをお渡ししますので、早めに専門医の診療を受け、 

学校へご報告ください。 

歯科検診 受けた児童全員に結果をお知らせします。 

視力検査 結果が「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」の児童にお知らせをお渡しします。「Ｃ」「Ｄ」の場合は授業に 

さしつかえますのでできるだけ早く専門医の診療を受けてください。 

「Ｂ」の場合は、学業に支障はありませんが専門医の受診も考慮してください。 

聴力検査 1000㎐ 30㏈、4000㎐ 25㏈の音が聞こえづらかった児童にお知らせをお渡し 

しますので、早めに専門医の診療を受け、学校へご報告ください。 

心臓検診・尿検査 受けた児童全員に結果をお知らせします。 

計 測 すべての検査、検診が終わったら、他の検診結果とあわせてお知らせします。 

ほけんだより 



新型コロナウイルス感染症予防対策について 
引き続き、感染予防対策の徹底をお願いします。 

◆手洗い 

３０秒くらいかけてていねいに行い、最後に清潔なハンカチやタオルでふき取ります。 

◆咳エチケット（マスク着用・不織布マスク推奨） 

人との距離がとれるときや運動するときは、上手に外し新鮮な空気を吸いましょう。 

◆換気をする 

２方向(対角線)の窓を開けると効果的です。常に開けておくのが難しいときは３０分に１回は開けましょう。 

換気扇を使用しましょう。 

 

          

 

 

「いってきます」のその前に！ 

□ 検温・健康観察表の記入をしましたか。 

□ マスクはしましたか。 

□ ハンカチ・ティッシュはもちましたか。 

※コロナ予防は気をゆるめずにしっかり行っていきましょう。 

 

 

 

 

 

≪登校許可書について≫ 

①お子さん本人が新型コロナ陽性となった場合 ②お子さんが濃厚接触者となった場合 ③海外からの帰国者  

に該当する場合に提出していただいております。保護者の方に記入していただく登校届になります。 

用紙は、本校のホームページからダウンロードできますので、該当する場合は、ご提出のほど、よろしくお願いし

ます。 

 

 

≪出席停止について≫ 

陽性、濃厚接触者だけでなく、以下①②③に該当する場合も、出席停止となります。 

状  況 本人の出席停止期間 

①本人に発熱等の風邪症状がある 解熱後２４時間経過し、症状が改善するまで 

②同居家族等がPCR検査、抗原検査を受ける 検査結果の陰性が確認できるまで 

③同居家族等に未診断の発熱等の症状がある 同居家族の症状がなくなるまで 

 

 

 

 


